
ー･-

議
案
第
五
十
四
号

三
朝
町
邑
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
'
地
方
自
治
法
(
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
七
号
)
.
第
九
十
六
条
第
-
項
の
規
定
に
よ
り
､
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

昭
和
六
十
一
年
四
月
二
十
八
日

三

　

朝

　

町

　

長

安

　

　

田

.

　

真

′

一

　

郎

昭
聖
八
番
畢
四
月
廿
八
日
　
億
寮
可
決

三
朝
町
観
A
最
長
名
蒐
典
由



三
朝
町
条
例
第

早

三
朝
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
　
(
相
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
十
九
号
)
　
の
l
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
｡

第
三
粂
第
-
項
中
　
｢
百
分
の
六
･
八
｣
　
を
　
｢
百
分
の
六
･
六
｣
　
に
改
め
る
｡

第

五

集

中

　

｢

一

万

八

千

円

｣

を

｢

二

万

五

百

円

｣

　

に

改

め

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

＼

第
妄
集
の
こ
中
｢
一
万
九
千
五
百
円
｣
.
を
｢
二
万
一
､
千
五
百
円
｣
に
改
め
･
る
｡

第
十
粂
第
1
号
中
｢
九
千
九
百
打
｣
を
｢
一
万
八
百
円
｣
,
L
i
t
　
｢
1
万
一
千
百
円
｣
を
｢
一
万
1
1
千
七

首
円
｣
に
改
め
'
同
条
第
二
宮
中
｢
六
千
六
百
円
｣
を
｢
七
千
二
百
円
｣
に
'
｢
七
千
四
百
円
｣
を
｢
七

千
八
育
円
｣
　
に
改
め
る
｡

附

　

則

(
施
行
期
日
)

/

　

こ

の

条

例

は

'

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

.



(
適
用
区
分
)

2
　
改
正
後
の
三
朝
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
規
定
は
､
昭
和
六
十

康
保
険
税
に
つ
い
て
適
用
し
'
昭
和
六
十
年
度
分
ま
で
の
国
民
健
康

の
例
に
よ
る
｡

の
年
度
分
の
国
民
健

い
て
は
'
な
お
従
前

r
y
)
　
改
正
前
の
三
朝
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
(
以
下
｢
旧
条
例
｣
と
い
う
｡
)
附
則
第
.
<
項
の
規
定
に

ょ
り
読
み
香
え
て
適
用
さ
れ
か
旧
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
昭
和
六
十
年
度
.
分
の
国
民
睡
康
保
険
税

の
減
額
に
つ
い
て
は
'
な
お
■
従
前
の
例
に
よ
る
｡


